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覧

令和８年

７月清掃だより
小型家電を回収しています。

©大田区

●設置場所

●回収できる品目（10品目）

・小型家電回収ボックス
の投入口30cm×15cm
に入るものが対象になり
ます。

・個人情報は削除して
ください。

・電池は取り外してくだ
さい。

区内42拠点で、小型家電（10品目）をボックス回収しています。

限りある資源を有効活用し、ごみの減量にご協力をお願いいたします。

小型充電式電池（リチ
ウムイオン電池・モバ
イルバッテリー等）は
区内20か所に設置して
いる小型充電式電池回収
ボックスに投入して
ください。

小型充電式電池回収ボックスの
詳細・HPはこちら▶

小型家電回収ボックスの
詳細・HPはこちら▶
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〈清掃だよりについてのご意見・お問合せ先〉

大森清掃事務所
03‐3774‐3811

ごみ減量推進課
03‐5744‐1628

蒲田清掃事務所（蒲田地区）
03‐6451‐9535

蒲田清掃事務所（調布地区）
03‐6459‐8201

清掃だよりは大田区ホームページでも

閲覧可能です。過去１年間の清掃だよりと

災害時の資源・ごみの出し方はこちら

花火・使い捨てライターのごみの出し方

正しく出されないと、車両火災の原因になります。
正しいごみの分別にご協力お願いいたします。

※未使用の花火は発火の恐れがあるため、ごみとして出せません。

火気がなく湿気の少ない冷暗所で保管し、次の機会に使用してください。

可燃ごみ 

不燃ごみ 

使用後の

花火
水に浸し

火種を消して

不要になった

ライター

使い切って、
中身の見える
別袋に入れて

プラスチック回収にご協力お願いいたします！

★プラスチック回収量★
令和8年度のプラスチック回収量の目標値は5300tです！
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